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令和６年８月９日 

区民部国保年金課 

 

国民健康保険被保険者証の廃止に伴う対応について 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和５年法律第48号）に基づき、令和６年12月２日から、健康保険

証として利用登録されたマイナンバーカード（以下「マイナ保険証」という。）によ

る保険診療が原則となり、従来の健康保険証の新規交付は廃止となる。 

ただし、経過措置により廃止時点（令和６年12月２日）で交付済みの健康保険証は、

最長１年間有効であり、練馬区国民健康保険被保険者証はその有効期限である令和７

年９月30日（一部を除く）まで使用が可能である。 

 

1 国民健康保険被保険者証廃止後の取扱い 

令和６年12月２日以降、他自治体からの転入による国民健康保険への新規加入等に

おいて、マイナ保険証保有者へは「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証未保有者

へは「資格確認書」を交付する。 

これにより、マイナ保険証未保有者は「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口へ提

示することで、これまでの健康保険証と同様に受診することができる。 
 

【参考】資格確認書等の交付フロー 
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交付済みの健康保険証は記載されている有効期限 

（一部を除いて令和７年９月 30日）まで使用可能 
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【マイナ保険証保有者】 

→「資格情報のお知らせ」 別紙１ 

【マイナ保険証未保有者】 

【要配慮者およびＤＶ被害者】など 

→「資格確認書」 別紙２ 
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２ 「加入者情報のお知らせ」の送付 

令和６年１月９日付け厚生労働省通知「被保険者等への加入者情報等の送付につ

いて（依頼）」により、令和６年３月から10月までの間に、全医療保険者が把握し

ている加入者情報として、個人番号の下４桁全被保険者に対して通知することとさ

れた。 

その通知に基づき、「加入者情報のお知らせ」を国民健康保険全加入者に対し10

月中に送付できるよう準備を進めている。  別紙３ 

・ 発送日 令和６年10月下旬 

・ 送付予定数 約 10万世帯 

・ 記載内容  加入者氏名、個人番号（下４桁） 

・ 同封書類  「お知らせ」の説明文、厚生労働省作成リーフレット 

 

３ 今後の予定 

令和６年 ９月  関連条例改正のため議案提出 

令和６年 10月  加入者の世帯主あて「加入者情報のお知らせ」を送付 

令和６年 12月 ２日 健康保険証の交付終了 

令和７年 ９月  加入者の世帯主あて「資格情報のお知らせ」「資格確認書」

を送付 
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別紙１ 
 〔資格情報のお知らせ〕 
  12 月 2 日（月）保険証廃止後、マイナ保険証を所有している被保険者に交付。 
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別紙２ 

 〔資格確認書〕 

  12 月 2 日（月）保険証廃止後、マイナ保険証を所有していない場合に交付。 
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別紙３ 
〔国民健康保険（10 月発送）〕  加入者情報のお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
※ 厚生労働省の事務連絡では「紐づけに誤りがない旨を確認した場合」は上記様式の送付が認

められている。 


